
 

 

平成２５年度のスタートにあたって 
尾張東部成年後見センター長 住田敦子 

 

4月から尾張東部成年後見センター長に就任する

こととなりました住田敦子です。まだまだ若輩者で

すが、よろしくお願いします。センター長の責任の

重さとプレッシャーをヒシヒシと感じています。 

 

 この尾張東部圏域に、成年後見センターが設置さ

れちょうど 1 年半になります。尾張東部圏域の６市

町から委託を受けて、成年後見制度の利用推進、啓

発、権利擁護に関する相談等の事業を推進してきま

した。 

  

おかげさまで、相談件数や法人受任件数も増え、

講演会等にも講師として招いていただく機会も増

えました。嬉しいことに、この圏域に後見センター

が出来てよかったとのお声をいただくようになっ

てきました。 

  

当法人の理念として掲げている「ゆたかに生きる

権利をまもる」は、私自身の支援の原点でもありま

す。 

 

人が真にゆたかに生きるとはどういうことなの

か、そのお手伝いをどのようにさせていただくこと

ができるかを大切にして、真摯に、丁寧に、時とし

て果敢に取り組んでいく所存です。 

 

尾張東部尾張東部センターは、設立当初は、「成

年後見制度の利用が困難な

低所得層の人のために法人

後見受任をしていく」という

ことを中心的な役割としていましたが、運営協議会

での検討を経て、平成 25 年度からは、「成年後見

制度の利用が必要な人を適切に制度利用につなげ

る」ことをその役割としようということになりまし

た。 

 

認知症や障害のある人は、貧しさ以外にも、さま

ざまな事情で困難な暮らしをしいられています。セ

ンターが、これらの方々について、直接、後見受任

を担っていくのには限界があります。それゆえ、地

域の専門職のみなさんの支援をつないでいくこと

を、これまで以上に大切にしていきたいと思います。 

 

新しく２名の職員がこの４月からいっしょ

に仕事をすることになりました。これまでの

実績の中から、少しずつ地域に浸透してきた

活動をさらに充実させていくこができるよう、

新たな職員と共に力を結集して取り組んで参

ります。  
 
 これまでと変わらぬ温かい、ご支援・ご指

導を賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。  

 

 

  

 

平成２５年度定時総会 平成２５年５月１８日（土）１０時から 

於：日進市障害者福祉センター大会議室 

〒470-0136 日進市竹の山４丁目３０１番地 日進市障害者福祉センター内 tel0561-75-5008 fax0561-75-5088 http//owaritoubu-kouken.net 

 

 

 

 

平成２５年５月号（通算第３号） 



平成 24 年度実績報告 
（１）相談・後見業務  

平成 24 年度の相談状況及び法人後見受任

の状況は、つぎのとおりです。  

 

（２）研修事業  

①行政・福祉関係職員向研修会  

 制度の概要を解説  ３会場１４０人  

②住民学習会  

住民向けに制度解説  ３会場８３人  

③権利擁護勉強会 

 福祉関係者向けに事例研究 ４回９１人 

④市民のため成年後見支援者養成研修 

 ２週連続研修 ３７人 

（３）啓発事業  

 ①自分らしく生きる～権利擁護 虐待防止法と

成年後見制度の活用～ 

  権利擁護に造詣の深い２人の弁護士による講

演会を開催しました。 

 ・豊明会場 佐藤彰一講師 １４０人 

・長久手会場 平田厚講師  ８０人 

 ②講師派遣 

  圏域内外の各種団体からの依頼に応じて講師

を派遣しました。 ２２回 延べ７３５人 

（４）適正運営委員会の開催 

  毎月第４水曜日夜６時３０分から全１２回開

催し、法人受任の審査、受任ケースへの助言等。

た。センターが法人受任をするケースについて、

「法人受任ガイドライン」をまとめた。 

  委員：高森裕司弁護士、小島勝彦司法書士、 

     池戸悦子精神保健福祉士（以上３名） 

 

 

※県に提出する活動計算書等の書類について

は、定時総会において承認された後、ホーム

ページに掲載します。  

http://owaritoubu-kouken.net 

 

 

  

http://owaritoubu-kouken.net/


 

 

 

文責：山中和彦（日進市役所勤務） 

 

当初、成年後見センターの設置を検討した際、所

得・資産のある方については弁護士、司法書士、社

会福祉士等の専門職が受任をし、センターとしては

経済的事情等により専門職の受任が見込めない方

の受任をしていくこととしていました。 

ところが、尾張東部成年後見センターが開所して、

1 年ほどで 20 名近い数の法人後見受任をする見込

みとなった時点で、センター事業を委託している６

市町で構成する運営協議会で、センター事業のあり

方について検討しなおすことになりました。 

 支援の必要な人の発見から後見活動にいたるま

で、センターは右図のような活動をしています。 

 センターの役割としては、成年後見制度の利用を

必要とする人に、適切に制度を利用できるよう枠組

みを用意することが主眼となるべきではないかと

考え、図でいえば、濃く表示をした②、③、⑤の部

分が特に大切な仕事と捉えることになります。 

そうすると、⑥の後見受任について、適切な第

三者を候補者として選定することができるのなら

ば、必ずしも、センター自身が後見受任をする必要

はなく、専門職の個人受任では後見業務を適切に行

うのが困難と思われる場合にのみセンターが法人

受任することになりました。実際に、個々のケース

で法人受任するかどうかについては、適正運営委員

会の審査を経ることとしました。その検討を踏まえ

て「法人受任ガイドライン」を作成しました。 

 この見直しに付随して、成年後見センター運営事

業の委託範囲内に、法人後見業務を含めないことに

なり、必要な場合は各市町の利用支援事業の補助を

受けることになります。また、適正運営委員会を、

センターの活動全般の監督・助言に対応できるよう

体制を見直しました。さらに、あわせまして、職員

体制も、より組織的な対応ができるよう見直しを図

りました。 

 現時点で、専門職候補者をいかにコーディネート

していくか、相談・法人後見業務を適切に行うため

の職員体制の充実や被後見人の暮らしをより豊か

にするボランティアの育成・確保などの課題があり

ますが、センターはこれまで、期待どおりに、地域

の権利擁護に貢献してくれていると考えています。 

平成 25 年度からの 

尾張東部成年後見センターの事業について 



 

 

 

 

専門相談員 石井友子 

 

4 月も終わる頃になっ

て、やっと「尾張東部成

年後見センター石井で

す。」と電話口で、一息に

言えるようになってきたなあというのが、今の心境

です。成年後見の業務に関心を持ち始めて、社会福

祉士の資格をとりました。縁あって、今年の 4 月か

らこの後見センターに勤めることができて、とても

うれしく思う反面、その業務の重さにかなり当惑し

ています。しかし、できる限り誠実にがんばりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

余談ですが、私は密かに歴史物が好きでありまし

て、尾張東部地区のどちらにうかがっても、胸が躍

ります。           

 
専門相談員 西本亜紀子 

 

 4 月から相談員として働

かせていただいている西本

亜紀子です。結婚、出産で福

祉の現場から離れてしまっ

た期間もありますが、社会福祉士となってから様々

な現場でいろいろな方々との出会いがありました。

そこで学んだことのひとつに“一人一人の来し方を

大切にする”ということがあります。成年後見の業

務はまさに人生に関わることなので、この思いを胸

に刻み、心して臨みたいと思います。 

 いたらぬ点も多々あるかと思いますが、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

【退職】鷲野林平前センター長は、自己都合により

平成２５年３月をもって退職されました。 

（編集後記）  

 新年度がスタートしたかと思ったら、あっ

という間に５月になりました。  

今回の紙面でご紹介できませんでしたが、

昨年４月からの事務員の杉江さん、この４月

からの後見支援員の大澤さんのお二人を加え、

賑やかな職場となりました。  

「ゆたかに生きる権利をまもる」を実現す

るために、一同、がんばっています。センタ

ーに関わるすべてのみなさんに、一層のご支

援をお願いします。  

           （正会員  み）  

新人職員の自己紹介 会員募集 

特定非営利活動法人尾張東部成年後見センタ

ーの会員になって、法人を支えてください。 

行政から委託された事業の範囲は、限られて

います。会費収入などの自主財源により自主事

業にも取り組み、さらに地域の権利擁護の推進

に取り組んでいきたいと考えていますので、ぜ

ひ、応援してください。 

 

個人正会員 年１口５千円 

法人正会員 年１口１万円 

賛助会員  年１口３千円 

 

（送金先） 

①三菱東京ＵＦＪ銀行 日進支店  

普通 ００７６０９９ 

（特非）尾張東部成年後見センター 

 理事長 加藤佳子 

②ゆうちょ銀行 振替口座 

 番号 ００８３０－６－１０９７１１      

 名義 特定非営利活動法人 

尾張東部成年後見センター 

 

※送金にあたっては、氏名・連絡先がわかるよ

うにしてください。詳しくは、お問い合わせく

ださい。 

電 話 ０５６１－７５－５００８ 

Ｆａｘ ０５６１－７５－５０８８ 


